
○産業廃棄物の搬入は随時のものに限る。（週１回以上の定例的な搬入はできない）

○粗大ごみの受入基準　長さ２ｍ以下（棒きれは１．５ｍ以下）、重さ５０kg以下

　※受入条件欄に記入がない場合は、上記基準のとおり
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長さ２ｍ以下、重さ５０㎏以下にしてくださ
い。※耕運機のエンジン程度まで。

―

乳母車 ― ―

網
１辺７０㎝以下に切断する、または土のう袋
に入れてください。

軽トラック１台分
※一般家庭排出分に限ります。

　糸島市クリーンセンターにおける一般廃棄物及び産業廃棄物の受入条件は
次のとおりとします。

品　目 受入条件 １日の搬入量

椅子（金属製・木製） ― ―

一輪車 ― ―

雨どい 長さ２ｍ以下に切断してください。 軽トラック１台分

編み機

オルガン ― ―

応接セット

― ―

エンジン（船外機含みます）

― ―

汚泥 土のう袋に入れてください。 ２０ｋｇ×５袋（１００㎏以下）

カーペット
１辺が５ｍ以上あるものは切断してくださ
い。（結ぶ必要はありません）

―

ガスコンロ・ガスレンジ 乾電池を取り外してください。 ―

温水器（太陽熱） ― ―

温水器（電気） 重さ５０㎏以下にしてください。 ―

オートキャリー 重さ５０㎏以下に分解してください。 ―

ガラスくず
ものによっては、形状及び数量の制限をす
る場合があります。

壁紙（クロス材） ― 軽トラック１台分

がれきくず等（ブロック・瓦・レン
ガ・コンクリート・土・砂・石）

こぶし大に砕いて（溶け残るため）土のう袋
またはコンテナ等に入れてください。

２０㎏×５袋（１００㎏以下）

家畜の死体
大きさ１ｍ×２ｍ、重さ１００㎏以下にしてく
ださい。事前協議が必要です。

協議により決めます。

金網 丸めて縛ってください。 ―

草
事業系・ボランティア…事前協議が必要で
す。

事業系…協議により決めます。

草刈機 燃料タンク内を空にしてください。 ―

金属製家具 中を空にしてください。 ―

車いす（電動を含みます） ― ―

　受入条件（受け入れできるごみ）
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健康器具 ― ―

建材（石膏ボード・スレート等）
こぶし大に砕いて土のう袋に入れてくださ
い。

２０㎏×５袋（１００㎏以下）

下駄箱 ― ―

蛍光灯が割れないよう（水銀飛散防止のた
め）にしてください。

１０本

こたつ ― ―

ゴムくず
ものによっては、形状及び数量の制限をす
る場合があります。

コピー機 ― ―

小型ボート（プラスチック製）
金属部分を取り除いた後、１辺７０㎝以下に
切断してください。

軽トラック１台分

ござ 結ぶ必要はありません。 ―

座布団 結ぶ必要はありません。 ―

三輪車 ― ―

コンパネ（ベニヤ合板） ― ―

サイドボード ― ―

じゅうたん
直接搬入の場合…１辺が５ｍ以上あるもの
は切断してください。（結ぶ必要はありませ
ん）

―

瞬間湯沸器 乾電池を取り外してください。 ―

自転車 ― ―

自動車部品 （バンパー・フロント
ガラス・ホイール・マフラー等）
※タイヤは受入できません

長さ２ｍ以下、重さ５０㎏以下で、可燃物と
不燃物に徹底分別されているものは受け
入れます。ただし、自動車関連業者を除き
ます。

―

スプレー式消火器 中を空にしてください。（穴あけ不要） ―

剪定枝
（直径15㎝以下のもの）

○長さ７０㎝以下に切断してください。
※直径１５㎝を超える剪定枝は、木材（角
材・梁・幹・竹・剪定枝(直径15㎝を超えるも
の)）の受入条件をご参照ください。

事業系…軽トラック１台分、１業者
１台分まで

ステレオ ― ―

ストーブ
灯油タンクを空にして、乾電池が付いてい
れば取り外してください。

―

スピーカー ―

扇風機 ― ―
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電子レンジ ― ―

ソファー ―
長さが2ｍ以上ある場合は、
協議により決めます。

台車 ― ―

掃除機 ― ―

タンス 中を空にしてください。 ―

断熱材（ウレタン・グラスウール・
ロックウール）※アスベストは受け
入れできません。

袋に詰めてください。 軽トラック１台分

体操用マット
１辺５ｍ以下に切断してください。
（結ぶ必要はありません）

２０枚

畳 ―
２０畳（半畳分は２枚で１畳としま
す）

動植物性残渣
袋に詰めてください。事前協議が必要で
す。

協議により決めます。

動物系固形不要物
袋に詰めてください。事前協議が必要で
す。

協議により決めます。

机 ― ―

電子オルガン・電子ピアノ
長さ２ｍ以下、重さ５０㎏以下にしてくださ
い。

―

トタン（ビニール製） 長さ２ｍ以下に切断してください。 軽トラック１台分

トタン（ブリキ製） ― ―

トイレ（移動式簡易トイレ）ビニー
ル製及びグラスファイバー製

分解後、長さ２ｍ以下に切断してください。 ―

陶器（トイレ・タンク・洗面台・火鉢
等の大きい又は厚みのある陶器）

割る必要はありません。 ―

流し台
長さ２ｍ以下、重さ５０㎏以下にしてくださ
い。

―

ネット
１辺７０㎝以下に切断する、または土のう袋
に入れてください。

軽トラック１台分
※一般家庭排出分に限ります。

ドラム缶 中を空にしてください。 ―

塗料
固化したものと、塗料を吸着した布は受け
入れます。（液状のものは受入できません）

固化したものは、100kg以下

農機具（畝立用さっこく機・家庭
菜園用カルチェ・代かき用マガ・
動力散布機・動力噴霧機・歩行
田植機等）

長さ２ｍ以下、重さ５０㎏以下にしてくださ
い。

―

農業用廃ビニール(ビニールハウ
ス用・マルチ等)

事業系は受け入れできません。 軽トラック１台分
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のこくず 袋に詰めてください。 軽トラック１台分

廃油
布に浸みこませた状態のものか固形状のも
のに限り、袋に入れてください。工業用は
受け入れできません。

廃酸 布に浸みこませ袋に入れてください。

パイプ（金属製） ― ―

パイプ（ビニール製） 長さ２ｍ以下に切断してください。 軽トラック１台分

廃アルカリ 布に浸みこませ袋に入れてください。

バーナー ― ―

ビニールシート
（ブルーシート）

一辺５ｍ以下に切断してください。
（結ぶ必要はありません）

軽トラック１台分

花火（火薬）
一般家庭用のみ

使用後と、未使用でも水分を含んでいれば
受け入れます。

―

パレット（プラスチック製・木製） ― 軽トラック１台分

ブイ（漁業用）
６０ｃｍを超えるものは縦方向に半分に分
割、若しくは４分割に切断してください。

プラスチック製…軽トラック１台分

布団 １辺５ｍ以下にしてください。 ―

ビニールハウスの鉄枠 分解後、長さ２ｍ以下にしてください。 ―

肥料
生石灰が含まれるもの以外は受け入れま
す。

１００㎏以下

ベッド ― ―

ペット（野生動物を含みます）
大きさ１ｍ×２ｍ、重さ１００㎏以下にした
後、破れにくい袋に入れてください。

―

フレコン（大型土のう袋） たたんで結束してください。
なし（農業・酪農用は極力農協に
引取依頼してください）

風呂釜（ＦＲＰ製・金属製） ― ―

― ―

ポリ容器 中を空にしてください。 軽トラック１台分

本棚 ― ―

ボイラー ― ―

ホース
長さ７０㎝以下に切断、または土のう袋に入
れてください。布ホースの口金部分だけの
切断は不要です。

―

マッサージ機 ― ―

マットレス ― ―
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ま行 み

も

や行 よ

ら行 り

ろ

ミシン ― ―

燃え殼
土のう袋に入れてください。
産廃は、火災ごみに限ります。

２０ｋｇ×５袋
火災の場合は、２ｔ車２台まで

物干し竿
長さ２ｍを超える場合は折り曲げてくださ
い。

―

物干し台座
（コンクリート製）

こぶし大に砕いて袋またはコンテナ等に入
れてください。

２０㎏×５袋（１００㎏以下）

モーター
長さ２ｍ以下、重さ５０㎏以下にしてくださ
い。

―

木材
（角材・梁・幹・竹・剪定枝(直径15
㎝を超えるもの)）

○直径１５㎝以下の場合は、長さ１５０㎝以
下に切断してください。
○直径１５㎝超から３０㎝未満の場合は、長
さ７０㎝以下に切断してください。
○直径３０㎝超の場合は、長さ３０㎝以下に
切断してください。
○釘は極力抜いてください。
○幹は枝部分を切り落としてください。

軽トラック１台分

ロープ
長さ７０㎝以下に切断する、または土のう袋
に入れてください。

―

ロッカー ― ―

よしず
ひもで結束してください。長さ２ｍ以上の場
合は切断してください。

―

リヤカー ― ―
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